
別紙 

「 ジャパン・コンテンツ ローカライズ＆プロモーション支援助成金」 

（略称：Ｊ－ＬＯＰ）とは 
 

１．本助成金の目的：『日本ブームの創出』 

本助成金は、日本のコンテンツの海外展開に必要な 「ローカライズ」や「プ

ロモーション」への支援等、海外発信に対する総合的な支援を実施すること

により、日本ブーム創出に伴う関連産業の海外展開の拡大、観光等の促進に

つなげることを目的としています。 

 

２．本助成金の総額 

総額約１５５億円 

 

３．助成額 

対象費用の２分の１以下 

※対象額および適用範囲は事業ごとに審査により決定。 

 

４．エントリー受付期間 

エントリー受付開始 ：２０１３年３月１９日 

最終エントリー受付日：２０１５年２月２８日 

 

５．助成対象事業 

 

『ローカライズ支援』 

映画、テレビ番組、配信番組、アニメ、電子コミック、ゲーム、その他

の映像コンテンツ、キャラクター、一部の演劇コンテンツ（※『日本ブー

ム創出』の効果が特に高いと審査委員会が認めた演劇コンテンツ）の海外

発信（放送、配信、上映、上演）等のために必要なローカライズ作業、も

しくはそのための契約交渉に必要なローカライズ作業について、一定の条

件のもと、対象費用の一部を助成金として交付します。 

 

『プロモーション支援』 

映画、テレビ番組、配信番組、アニメ、電子コミック、ゲーム、その他

の映像コンテンツ、音楽、出版、キャラクター、一部の演劇コンテンツ（※

『日本ブーム創出』の効果が特に高いと審査委員会が認めた演劇コンテン

ツ）のコンテンツの海外展開に関連するプロモーション事業に対し、一定

の条件のもと、対象費用の一部を助成金として交付します。 

 



 

６．助成対象事業者 

1. 日本国民または永住者 

2. 日本の法令に基づき設立された法人 

3. 次の条件を満たした海外現地法人 

・親会社たる国内法人が議決権株式の過半数を有する海外現地法人子会社 

・親会社たる国内法人が連帯保証する海外現地法人子会社 

上記 2要件を満たし、かつ審査委員会が適切と認めた企業グループ 

 

７．本助成金の対象となるコンテンツ 

1. 日本の法令に基づき設立された法人によって製作され、かつ日本国民ま

たは永住者がその製作活動に主体的に関わっており、主たる言語が日本

語であり、その法人が著作権の全部または一部を有しているコンテンツ。 

2. 個人(または永住者に限る）によって製作され、かつその製作者が著作者

であり、主たる言語が日本語であり、 その個人が著作権の全部または一

部を有しているコンテンツ。 

3. 外国との共同製作の場合は、上記１．２．の法人および個人が、その製

作活動に主体的に関わっており、主たる言語が日本語であり、著作権の

全部または一部を有しているコンテンツ。 

4. 審査委員会が日本ブーム創出効果が極めて高いと認めたコンテンツ 

 

 

 


